
 

 

 

 

三 徳 地 域 だ よ り 

三徳通信 
（平成２０年２月号） 

 

 

 

 

地域の自立に向けて（第２０回） 

 
 ～平成２０年度三徳地域協議会の部会及び総会を開催～ 
平成２０年度三徳地域協議会の部会と総会を、１月２０日（日）三徳センターで開催し、集

落等から選出された方々、各種団体の代表者など４４名が出席されました。 

本総会では役員改選、昨年度事業実績及び決算、今年度の事業計画や予算について審議しま

した。 

決定した役員等は次のとおりです。一年間お世話になります。どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずはじめに、午後３時から部会を開催。各部会に分かれ、正副部会長を選出し、その後今

年度の事業計画を協議しました。 

続いて総会を午後４時１０分から行ないました。 

能見隆会長と来賓の米田功町地域振興課長のあいさつの後、議長に津村功さん（吉原）を選

出。議事録署名人の指名後、議事の審議が始まりました。（裏面に続く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年度三徳地域協議会役員等（敬称略） 

会       長  能見 隆 

副   会   長  清水成眞 能見貞明 

監       事  森木正伸 石田英雄 

地 域 振 興 部 会  部会長：岸田 祐一（余 戸） 副部会長：松原 辰夫（片 柴）

公 民 館 部 会  部会長：津村 志信（桜ヶ丘） 副部会長：別所  康（余 戸）

青少年・女性部会  部会長：岩本 美樹（坂 本） 副部会長：山下しのぶ（片 柴）

環 境 安 全 部 会  部会長：岸田 洋一（余 戸） 副部会長：徳丸 敏明（坂 本）

福 祉 健 康 部 会  部会長：米田 良中（三 徳） 副部会長：牧野 隆昌（片 柴）

上：能見隆会長あいさつ       上：来賓あいさつ（米田功町地域振興課長）  上：岸田洋一環境安全部会長 

下：米田良中福祉健康部会長     下：説明に聞き入る出席者          下：提出議案を拍手で承認 



第１号議案 平成１９年度事業実績及び収支決算の承認の件 

   事業実績について、清水成眞副会長が説明し、詳細について前部会長が報告しました。

  続いて、収支決算について説明し承認されました。 

第２号議案 役員改選の件 

  選考委員会で選考し、正副会長と監事を選出しました。 

第３号議案 平成２０年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認の件 

   事業計画（案）について清水新副会長が、また、詳細をそれぞれ新部会長が説明しま

した。続いて収支予算（案）については、部落負担金の部落割の見直しの意見があり、

協議の上修正案を提案しました。 

 

 

 

 

  いずれの議案も承認可決され、午後５時３０分に終了しました。 

三徳地域協議会は、地域の将来を見据え、現在抱えている課題・将来的な課題を解決してい

くための重要な役割を担います。 

今後とも三徳地域の発展を祈念し、地域の活性化に向けて、行動していきたいと思います。

※今年度事業の主なもの 

総会、役員会、むらづくり懇談会、対話集会、しゃべろう会、ナイトハイキング、不法投棄

防止活動、健康福祉講座、田舎体験ツーリズム事業、学童保育事業、各種球技大会等々 

１月の出来事と２月の行事予定 三
徳
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会
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①１月の出来事 
２０日 部会及び総会 三徳センター 
２４日 田舎体験ツーリズム打合せ会 三徳センター 
３０日 第１回役員会  三徳センター 
３０日 対話集会実行委員会（第１回） 三徳センター 

 
 
 
②２月の行事予定 
   ５日 町地域協議会連絡会 高勢地区公民館 
 
日時が決まっていませんが、それぞれの部会を行い詳細の事業
計画をたてることとしています。関係者には通知を出させていた
だきますので、出席方よろしくお願いします。 
  

湯
煙
り
の
風
に
流
れ
て
去
年
今
年 

 

佐
和
子 

寝
正
月
で
き
ぬ
箱
根
の
ド
ラ
マ
か
な 

裕
子 

豆
炭
の
温
み
こ
だ
は
り
一
人
占
め 

 

ミ
ツ
イ 

石
段
に
足
跡
印
し
初
詣 

 
 
 
 
 

博 

香
り
上
げ
成
人
の
日
の
お
こ
わ
蒸
す 

し
の
ぶ 

寒
風
に
息
整
へ
て
坂
登
る 

 
 
 
 

千
津
子 

和
菓
子
屋
の
餅
花
ゆ
れ
て
迎
へ
ら
る 

和
子 

元
旦
や
若
き
二
人
の
門
出
な
る 

 
 

あ
け
み 

一
村
を
し
づ
め
山
々
深
雪
晴 

 
 
 

節
子 

河
の
音
に
楽
し
く
廻
わ
る
芋
車 

 
 

入
江
則
仁 

役場町民課からのお知らせ  ～野外焼却の禁止について～ 
廃棄物処理法では、家庭のごみや事業所からのごみの野外焼却は、一般的に下記の場合（①～③）を

除いて禁止されています。野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の一因となっていま

すので、野外焼却をしないようにしましょう。 

①俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却（例：正月行事の「とんどさん」） 

②農林業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却（例：畦草の焼却、庭の小枝の焼却） 

③日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの（例：落ち葉焚き、ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ） 

※ ただし、近隣住居等に配慮し、時間帯や風向きなどを考慮して一声掛けるなど、他人に迷惑

のかからないようにお願いします。また、集落によっては独自のルールを決めている場合があ

りますので、集落内で確認をお願いします。 

三徳センターのお申し込みについて 
１ センターご利用の際には、必ず事前に予約をしてください。（電話、FAX、ﾒｰﾙ可） 

２ 三徳センターはみんなの施設です。施設のきまりを守りましょう。～来たときよりも美しく～ 

【三徳地域協議会】 
事 務 局 岩本節子【三徳センター】 電話 43-1939(FAX兼) Eﾒｰﾙmitoku@town.misasa.tottori.jp

地域主事 吉田弘幸【役場地域振興課】 電話 43-3515 FAX43-064７ 
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